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第第第第６６６６回回回回（（（（平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度））））ニセコニセコニセコニセコ町都市計画審議会町都市計画審議会町都市計画審議会町都市計画審議会議事録議事録議事録議事録    
 

 

日時：平成２４年５月２９日（火） ＰＭ３：００～４：００ 

場所：ニセコ町役場 議員控室 

出席委員：工藤会長、小原委員、竹内委員、三橋委員、牧野委員、中島委員、関委員 

欠席委員：なし 

ニセコ町：（建設課）黒瀧参事、山崎都市計画係長、金澤技師 

 

 

議事議事議事議事    

報告報告報告報告第第第第１１１１号号号号    都市計画区域内都市計画区域内都市計画区域内都市計画区域内におけるにおけるにおけるにおける申請件数及申請件数及申請件数及申請件数及びびびび内容内容内容内容についてについてについてについて    

 

 

 

●事務局 

それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

本日は、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。た

だいま、委員７名のうち７名の方（全員）がおそろいでございます。定足数に達しておりま

すので、ただいまから、第６回ニセコ町都市計画審議会を開催させていただきます。 

   私は事務局を担当しております建設課参事の黒瀧でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

本日の議事に入る前に少々時間をいただき、役員の変更を報告させていただきます。

前回、平成２３年５月３０日に役場第２会議室にて、第５回審議会を開催しましたが、その

後、ニセコ町農業委員会会長と、ニセコリゾート観光協会代表取締役の方に、異動があ

りました。ニセコ町都市計画審議会条例第３条第２項第２号の規定により、前委員に代

わり、ニセコ町農業委員会会長、ニセコリゾート観光協会代表取締役を新たに任命させ

ていただいていることを、ご報告させていただきます。 

本日の都市計画審議会はご案内のとおり、準都市計画及び特定用途制限地域並び

に景観地区施行後の件数や内容についてでございますので、よろしくお願いします。 

 

最初に、お手元資料の確認をさせていただきます。本日は報告事項でございますが、

資料１，２，３，４，５ を用意しております。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

●会長 

皆様、本日は、なにかと忙しいなかお集まりいただきありがとうございます。それでは、

早速、議事に入りますが、本日は報告事項のみとなっております。説明やご発言にあた

りましては、要点を明確に、かつ簡素に行っていただきますよう、ご協力をお願いします。 
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   それでは、報告第１号「準都市計画区域内における申請件数及び内容」について事務

局より説明をお願います。 

 

●事務局 

私、建設課都市計画係長の山崎と申します。これより、本日の報告事項であります「準

都市計画区域内における申請件数及び内容」について、別紙添付資料１から資料５を基

に説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 

まず、資料１の準都市計画区域内における申請箇所図について説明いたします。 

この位置図は、平成２３年５月２１日から平成２４年５月１８日現在までの期間において

申請のありました、準都市計画申請箇所（平成２１年３月６日施行）及び景観地区申請箇

所（平成２１年７月１日施行）について、添付資料３の「平成２３年度景観地区認定申請書

台帳（建築物）」番号１から９までを丸印で、「平成２４年度景観地区認定申請書台帳（建

築物）」番号１から２までを四角の印で、図面に示しております。 

なお、平成２３年度の受付番号「１」番と「６」番につきましては、計画の変更があり、後

の番号で変更後の申請がされておりますので、位置図ではプロットをしておりませんので、

ご了承のうえ、ご確認ください。 

 

それでは、資料２をご覧ください。ここでは、準都市計画区域内における建築確認申請

の件数を示しております。 

表の中では３色の色分がされています。 

黄色は、建築確認申請だけが許可されておりますが、景観認定申請は、まだ提出され

ていません。 

水色は、建築確認申請と景観認定申請の両方が許可済みです。 

オレンジ色は、建築確認申請の許可済のみです。条例の施行前や内部増築など理由

から景観の認定申請が必要ない物件でございます。 

平成２３年度は４件の申請があり、すべて、水色の、建築確認申請と景観認定申請の

両方が許可済みとなっております。 

また、４件中、３件を着手し１件が完成しております。 

平成２４年度は今のところ０件です。 

また、下の表のなかでは、用途別に件数を示しています。 

平成２３年度は、４件中、住宅３件、その他として車庫が１件あります。以上、ご確認く

ださい。 

 

次に、資料３をご覧ください。ここでは、景観地区内における認定申請の件数を示して

おります。 

平成２３年度、建築物の認定申請の件数は９件ありました。開発行為・工作物の申請
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はありません。 

次に、平成２４年度の建築物の認定申請の件数は２件です。開発行為・工作物の申請

はありません。 

まとめたものを「申請件数及び行為別件数」として表にしております。 

さらに、下の表は、行為別の着工件数と完成件数を示しております。 

平成２３年度の建築物は、８件着手し５件完成しております。 

次に、平成２４年の建築物は、２件着手し２件完成しております。ご確認ください。 

 

次に「ニセコ町景観地区内における認定証及びパースの図面」について説明します。

資料４をご覧ください。尚、資料５はルールの確認として添付しておりますので、合わせて

ご確認ください） 

最初に建築物の計画認定証ですが、認定番号「H23 建築－３号」です。なお、位置に

つきましては、別紙図面「資料①」では、「②」ですのでご参照ください。 

建築用途は、ホテルです。屋根の模様替え（色彩の変更）です。 

形態意匠ですが、屋根の色彩２．５Ｇ７／２（薄い緑色）です。ルール上問題なく認定し

ております。 

 

次に同じく建築物、認定 H23建築－４号です。別紙図面｢資料①｣では「③」です。 

建築用途は、住宅です。木造平屋です。既存建築物の増築です。 

敷地面積は、１，２７０．６２㎡です。 

建築面積は、１２２．８１５㎡です。建ぺい率は９．６７％です。延べ床面積は、１２２．８

１５㎡です。容積率９．６７％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩７．５ＹＲ５／６（茶色）、Ｎ７．５（薄い灰色）です。 

屋根の色彩は７．５Ｒ２．５／８（薄い赤）です。屋根の形状は、片流れ屋根です。 

建築設備等ですが、灯油タンクがあります。 

建築物の高さについてですが、最高高さ６．６７ｍです。 

壁面の後退位置について、町道からの離れ０．８ｍですが、今回の増築では、既存建

造物の東側面（町道側）については工事しないので、壁面後退距離について問題ありま

せん。その他として、隣地境界からの離れ３．２５ｍセットバックしています。ルール上問

題なく認定しております。 

 

次に同じく建築物、認定 H23建築－５号です。別紙図面｢資料①｣では「④」です。 

建築用途は、別荘です。木造２階建てです。 

敷地面積は、４７４．０２㎡です。 

建築面積は、３５．６７㎡です。建ぺい率は７．５２％です。延べ床面積は、５３．４６㎡で

す。容積率１１．２８％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩５ＹＲ７／０．５（灰色に近いベージュ色）、７．２ＹＲ７．４
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／５．１（ベージュ色）です。 

屋根の色彩は、５ＹＲ３／１（濃い茶色）です。屋根の形状は、切妻屋根です。 

建築設備等は、設置していません。 

建築物の高さについてですが、最高高さ７．９９３ｍです。 

壁面の後退位置について、町道からの離れ１６．５０８ｍです。その他として、隣地境界

からの離れ５．００ｍセットバックしています。ルール上問題なく認定しております。 

 

次に同じく建築物、認定 H23建更－１号です。別紙図面｢資料①｣では「⑤」です。 

認定証は２枚ありますが、途中でサッシの変更があったため新旧の２枚があります。

昨年の都市計画審議会で報告しましたＨ22建築－１４号の、計画変更です。 

建築用途は、倉庫兼一戸建ての住宅です。木造一部鉄筋コンクリート造の３階建てで

す。 

敷地面積は、５８５．３５㎡です。 

建築面積は、９１．５１㎡です。建ぺい率は１５．６４％です。延べ床面積は、２２６．０８

㎡です。容積率３８．６３％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩は１０ＹＲ８／４（ベージュ色）と２．５Ｙ８／２（灰色に近い

黄色）にＮ７．７（薄い灰色）、 

屋根の色彩は２．１Ｒ２．９／５．８（くすんだ赤色）です。屋根の形状は、片流れ屋根で

す。 

建築設備等ですが、浄化槽があります。 

建築物の高さについてですが、最高高さ１０．８２７ｍです。 

壁面の後退位置について、道道からの離れ２７．９５ｍです。その他として、隣地境界

からの離れ３．００ｍセットバックしています。ルール上問題なく認定しております。 

建築物の高さが１０ｍを越えているため、ニセコ町景観条例協議対象建築物で、協議

済みです。 

 

 

次に同じく建築物、認定 H23建築－７号です＝別紙図面｢資料①｣では「⑦」です。 

建築用途は、住宅です。木造２階建てです。 

敷地面積は、１，０３４．２８㎡です。 

建築面積は、６９．８１㎡です。建ぺい率は６．７５％です。延べ床面積は、１１９．３２㎡

です。容積率１１．５４％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩１０Ｒ２／２（くすんだ赤色）、２．５ＹＲ６／２（ベージュ色）、

５ＹＲ７．５／１（灰色に近いベージュ色）、２．５Ｙ８／２（黄色に近いベージュ）です。 

屋根の色彩は５Ｒ４／１（灰色に近い赤色）です。屋根の形状は、切妻屋根です。 

建築設備等はありません。 

建築物の高さについてですが、最高高さ７．６６５ｍです。 



 5 

壁面の後退位置について、隣地からの離れ３．００ｍセットバックしています。ルール上

問題なく認定しております。 

 

 

次に同じく建築物、認定 H２３建更－２号です。別紙図面｢資料①｣では「⑧」です。 

認定証は２枚ありますが、途中で外壁の色彩が変更になったためです。Ｈ23 建築－６

号（「資料③」の表では番号「６」）の、計画変更です。 

建築用途は、レストランです。鉄骨造２階建てです。 

既存建築物の外壁の模様替え（色彩の変更）のみの工事です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩５ＹＲ３／３（茶色）、Ｎ１．５（濃い灰色）です。 

 

 

次に同じく建築物、認定 H２３建築－８号です。別紙図面｢資料①｣では「⑨」です。 

建築用途は、木造平屋の車庫の増築です。 

敷地面積は、９９２．２２㎡です。 

建築面積は、１９３．７７㎡です。建ぺい率は１９．５３％です。 

延べ床面積は、３３２．０５㎡です。容積率３３．４７％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩７．５ＹＲ３／３（濃い茶色）、Ｎ７．７（薄い灰色）、屋根の

色彩は１．２ＰＢ３．１／１．０（灰色に近い藍色）です。屋根の形状は、切妻屋根です。 

建築設備等はありません。 

建築物の高さについてですが、最高高さ４．９６ｍです。 

壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．１０５ｍセットバックしています。ル

ール上問題なく認定しております。 

 

 

次に同じく建築物、認定 H２４建更－１号です。別紙図面｢資料①｣では「□１」です。 

認定証は２枚ありますが、途中で外壁・屋根の色彩の変更があったため新旧の２枚が

あります。Ｈ23建築－２号（「資料③」の表では番号「１」）の、計画変更です。 

建築用途は、住宅及び倉庫です。鉄筋コンクリート及び鉄骨造・２階建です。 

敷地面積は、２６２５．５０㎡です。 

建築面積は、２０４．５４㎡です。建ぺい率は７．７９％です。 

延べ床面積は、２９３．８１㎡です。容積率１１．１９％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩Ｎ９．３（白に近い灰色）、７．５ＹＲ３／３（濃い茶色）、２．

５Ｙ５／１（鈍い黄色）、５ＹＲ７／４（明るいベージュ色）のち５ＹＲ３／２（茶色）（銅版葺

き）。 

屋根の色彩は５ＹＲ７／４（明るいベージュ色）のち５ＹＲ３／２（茶色）（銅版葺き）です。

屋根の形状は、切妻屋根です。 
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建築設備等ですが、ガスボンベ・オイルタンク（目隠しあり）があります。 

建築物の高さについてですが、最高高さ９．０２ｍです。 

壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ３．９１ｍセットバックしています。ルー

ル上問題なく認定しております。 

 

 

次に同じく建築物、認定 H２４建更－２号です。＝別紙図面｢資料①｣では「□２」です。 

認定証は２枚ありますが、途中で屋根の色彩が変更になったためです。昨年の都市計

画審議会で報告しましたＨ23建築－１号の、計画変更です。 

建築用途は、住宅及び倉庫です。鉄筋コンクリート及び鉄骨造地上２階地下１階建で

す。 

敷地面積は、２，６２０．０７㎡です。 

建築面積は、１４６．５６㎡です。建ぺい率は５．５９％です。 

延べ床面積は、２５８．７６㎡です。容積率９．８８％です。 

形態意匠ですが、外壁の色彩Ｎ６．７（灰色）、ＯＲ７／０．５（無塗装木材）、屋根の色

彩は４．７ＹＲ２．３／０．７（黒に近い茶色）、ＯＲ７／０．５（無塗装木材）、Ｎ７．５（薄い灰

色）です。屋根の形状は、切妻屋根です。 

建築設備等ですが、ガスボンベ、オイルタンク（目隠しあり）があります。 

建築物の高さについてですが、最高高さ７．０７５ｍです。 

壁面の後退位置について、隣地境界からの離れ４．２７ｍセットバックしています。ルー

ル上問題なく認定しておりまます。 

 

以上で報告第１号「準都市計画区域内における申請件数及び内容」を終了いたしま

す。 

 

●会長 

ただ今、事務局より説明のありました内容について、ご意見、ご質問をお受けいたしま

す。 

 

●Ａ委員 

   認定 H２４建更－２号で、屋根がアスファルトシングルとあるが、どのような材質のもの

ですか。無落雪のものなのですか。 

 

●事務局 

   アスファルト素材で、鉄板とはちがい、表面がざらざらしているシート状のもので、雪を

落とすよりも雪を止めておくようになっています。 
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●Ａ委員 

   鉄筋コンクリート造だから、屋根がつぶれるような事も無いでしょうね。平屋ではなく三

角屋根になっているので、町の景観作りのためにも適したものとなっています。 

 

●事務所 

景観地区では、努力義務として、三角屋根をお願いしています。 

 

●Ｂ委員 

   最近気になっていることですが、グランドホテルの前の甘露水から入る道路で、家が

一部倒壊しています。道路にはみ出してはいませんが、この冬は雪が多かったので、そ

んな廃屋が何軒かあります。景観地区のルールで何とかなるものでもないでしょうが、持

ち主を見つけて対応してもらったほうがよいのではないでしょうか。 

 

●事務局 

   今言われた廃屋のほかにも、その奥の方にも廃屋があります。地権者を調べて連絡

をとり、撤去のお願いをしていく予定です。 

 

●Ｂ委員 

   グランドホテルの寮のあたりでも、平屋の住宅が何軒かつぶれています。 

 

●Ｃ委員 

   今年、家屋の倒壊が岩見沢市でも問題となりました。廃屋も個人の財産だから、撤去

に強制力はないのでしょうが、何か具体的な策を考えてほしいです。岩見沢市では、近

隣に災害を引き起こすようなケースが多発しました。ニセコ町では、二次災害をおこすよ

うなものではありませんが、景観上の問題があります。リゾート地なのだから、廃屋を放

置したままというのは、よいものではないでしょう。 

 

●事務局 

廃屋は、以前からの懸案事項でもあり、今年度、所有者について啓発などをしていこう

と考えています。 

 

●Ｂ委員 

   「景観地区」ということを考えると、なるべく早い対策をとったほうがよいでしょう。 

 

●会長 

   廃屋は、近い将来、次々と起こりうる問題でしょう。ただし、持ち主が不明という場合も

あるので、対応が難しいと思います。 
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●Ｂ委員 

   町で条例を定めてはどうでしょうか。 

 

●事務局 

   景観条例では、廃屋などに係る条文があり、所有者への指導や命令ができることとな

っていますので、今後、所有者に対して指導などを行っていく予定です。ただし、所有者

が不明の場合は対応が難しくなります。 

 

●Ｃ委員 

   今後、建物の所有者が亡くなった後、その子ども達は関知しないというようなケースが、

確実に増えてくるでしょう。一方、税金を使って廃屋を撤去してよいのかという議論もあり

ます。 

 

●会長 

   この問題は、今年度の検討事項として、ご検討ください。 

ほかにご意見、ご質問はありませんか。ご意見、ご質問がなければ、報告第１号「準都

市計画区域内における申請件数及び内容」についてご承認願います。 

 

（一同承認するとの声あり） 

 

●会長 

   ご承認いただきありがとうございました。 

   次に、その他について、事務局から説明をお願いします。 

 

●事務局  

次回、都市計画審議会の開催は、臨時で開催することがなければ、平成２５年５月下

旬から６月上旬を目処に審議会を開催したいと考えております。 

 

●会長 

ただいま提案のありました時期でよろしいでしょうか。それでは、来年もこの時期でよろ

しくお願いします。 

それでは、委員の皆様、全体を通して何か質問等ありますか？ 

 

以上を持ちまして会議を終了させていただきます。皆様ご協力ありがとうございまし

た。 
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●事務局 

ありがとうございました。以上を持ちまして、第６回ニセコ町都市計画審議会を閉会さ

せていただきます。本日は、大変ありがとうございました。 

 

 

以上会議終了。 


